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住民投票条例の制度化における

法的諸問題の検討

一一「高浜市住民投票条例」を中心に一一

あ だち ゅり

安達結立子
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はじめに

近年，住民投票実施の要求と住民投票条例の制

定が各地で盛んに行われている。

議会に提案された住民投票条例案は， 1990年代

後半だけでも 130件以上にものぼる。また，日本

世論調査会の調べによると，住民投票の活用に賛

成する人は，有権者の 86%にも達している(1)。

ところで，筆者は現在自治体行政職員として働

いているが，この立場から住民投票というものを

考えると rお金と時間がかかる，行政運営が滞る，

しかも余計な業務が増える」というマイナスのイ

メージが湧いてくる。

しかしながら，今日政策決定のプロセスはこれ

までのトップダウン方式から住民からの提案型へ

とシフトしつつあり，全国的にも住民の行政参加

への意欲に応える工夫が広がっている。また，地

域間競争はハードの箱物競争からソフトのシステ

ム競争へ移行しており，住民参画の手法は今後ま

すます議論されてゆくと思われる。 21世紀は分権

社会であり，各自治体も，自己決定，自己責任，

自己負担を担っていく時代である。地域のことは

地域で考え，地域で責任を持って実行しなければ

ならない時代が到来し，住民とともにまちの将来

を考え，議論し，よりよい選択をしていくことが

重要になってきている。このような時代の変化に

対応して，行政職員という立場において，改めて

住民投票のメリットを考えてみたい。

まず第一に考えられることは，行政と住民との

ノfートナーシップ成立のためには住民の地域に対

する関心(自治意識)を高めることが不可欠だが，

住民投票はそのための大きな契機となることが期

待できるということである。第二に，住民の意思

が二分されるような場合に選挙やリコールが住民

の意思を表明する手段としてしばしば使われる

が，これは制度本来の趣旨を考えると適切ではな

く，こうした場合に住民の意思を明確にする方法

として住民投票を行うことは有意義であるという

ことである。第三に，地方分権の時代には自治体

運営についての住民による民主的統制の必要性が
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高まるため，より積極的な住民参加制度である住

民投票が重要な機能を果たすことが期待できると

いうことである。

以上のようなことから，私は住民投票について

制度化する方向が望ましいと考える。さらに， 21 

世紀が分権社会を目指しているということを考え

ると，まずは地域住民と密接な関係にある地方自

治体が，住民投票の制度化に向けた行動を起こし

ていくべきであると思う。

したがって，本論文では，地方自治体を主体と

して，住民投票の制度化における法的諸問題の検

討を研究テーマの中心とする。

そこで，まずはじめに，実際に我が国における

住民投票の運用状況を概観し，そこから現在の住

民投票制度の問題点を明らかにしていくことにす

る。

最近の住民投票の流れは， 1996年8月に日本で

初めて条例に基づく住民投票を実施した新潟県巻

町に始まる。その後条例に基づく住民投票は，沖

縄県，岐阜県御嵩町などの地域において実施され，

2001年12月末現在その数は 13にものぼる。

そして，巻町以降，我が国では市民が住民投票

条例の制定を求め，直接請求権を行使するケース

が急増し，一種のブームの様相を呈した。しかし

ながら， 1998年1月に岡山県吉永町において住民

投票条例が可決されてから 2001年4月に刈羽村

で住民投票条例が可決されるまでの 3年以上の

間，直接請求による条例案はことごとく議会で否

決されてきた。

思うに，住民が住民投票の直接請求を行うのは，

本来住民の代表であるはずの議会が十分にその機

能を果たしていないと多くの住民が感じ，住民の

「自分たちの意見を地域の政策形成や事業に直接

的に反映してほしい」という要求の高まりが背景

にあるといえよう。だが，住民と議会の意思の盟

離を住民投票で決着をつけようとする住民の運動

が，当の議会によって阻まれているというのが現

状である。

したがって，まず第一に，住民投票の制度化に

おいては，議会の議決を経ずに住民投票を実施で



きるとする規定を条例中に設けるべきであるとい

うことを提案したい。

次に，今まで日本において制定されてきた住民

投票条例は，どのように構成されているのかとい

うことを見ていくことにする。

これまで制定されてきた住民投票条例は，その

ほとんどが個別のテーマを投票にかけるというも

のであり，投票の際に改めてその方法などを別の

条例で定めなければならず，投票のための手続に

多大な時聞を要していた。しかしながら，社会の

急速な変化とともに住民の行政に対するニーズも

多様化しており，それらに柔軟かつ速やかに対応

できるように，住民投票も制度化しておくことが

必要であると思われる。

したがって，住民投票制度の導入に際しては，

第二に，住民投票条例をいわゆる「常設型」とし

て設けておくことを提案したい。

第1章 「高浜市住民投票条例」について

第 l節 「高浜市住民投票条例」制定の背景と経緯

「はじめに」では，住民投票制度の実態を把握し

た上で，住民投票条例の制度化において必要不可

欠となる二つの要件を提示した。すなわち，①議

会の議決を経ずに住民投票を実施できるようにす

るということと，②住民投票条例を常設型として

設けておくということ，である。

そして，この二つの要件を満たす住民投票条例

が，愛知県高浜市において「高浜市住民投票条例」

として 2001年4月1日に施行されるに至った。

そこで，本節で I高浜市住民投票条例」の制定

の背景と経緯について述べた後，次節において，

「高浜市住民投票条例」のポイントの解説を行

う(1)。

愛知県高浜市において，対象を特定せず，議会

の議決を経ずに投票を実施できる「常設型」の住

民投票条例が， 2000年 12月初日に本会議におい

て全会一致で可決され I高浜市住民投票条例」と

して 2001年4月1日から施行された。

高浜市は，市長選も連続無投票という保守的な

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

土地柄であり，原子力発電所や産業廃棄物処分場

の計画など，市民を二分するような問題が現在存

在しているわけではない。

ではなぜ，高浜市は「常設型住民投票条例」を

制定したのであろうか。

高浜市が当該条例を制定した理由は，以下の五

つにまとめられるω。

① 2000年 4月1日の地方分権一括法の施行に

より分権型社会が加速し，住民に最も身近な基

礎的団体である市町村が新たな行政課題に直面

している， という認識。

② 21世紀における分権型社会のキーワードは

「イ主民自治」であり，それは「情報公開による情

報の共有イ七j，I行政の説明責任j，I住民参加(参

画)jの三つの事項を柱としている。

③ 分権型社会における自治体運営は I自己決

定，自己責任の原則」に基づくものでなければ

ならない。それは具体的にいうと a 市政運

営上の重要な意思決定に住民が直接参加できる

制度を確立する， b 二元的代表民主制の下で

行われてきた首長及び議会による政策形成ある

いは意思決定過程に新たに「住民J が加わる，

c 地方自治の本旨に掲げる「団体自治」の担

い手である行政と「住民自治」の担い手である

住民が，共に考え，共に行動し，共に責任を負

うという住民と行政による協働のまちづくりを

通して「住民自治」の理念を実現していく，と

いう三つのことである。

④ 高浜市は，これまでも a 都市計画審議会，

介護保険審議会など付属機関等の委員の公募に

よる市民委員の参加， b 地区に出向く広聴活

動の一環として実施する「市民と行政によるま

ちづくり懇談会」の実施 c 介護サービス提

供事業者のサービス内容や，保育園・幼稚園の

運営内容についての第三者評価制度の導入， d. 

総合計画や介護保険事業計画などの策定に際し

てのパブリックコメントの実施など I住民自

治」に関する様々な取組みを行ってきた。しか

し，これらの取組みだけでは市民の総意の把握

が十分にはできないこともありうるという課題
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が発見された。

⑤ 住民投票制度が「常設型」であることによっ

て，新たな行政課題に対しスピーディーな対応

が可能となり，住民投票制度が，市民・議会・

市長の聞におけるセーフティーネットの役割を

果たす。

このような理由から， 2000年6月下旬，市長か

ら住民投票制度についての検討の指示を受けて総

務部庶務課内に専従チームが編成され，関係法

規・制度との整理や整合，関係機関との調整，住

民投票に関する文献の調査・研究などが行われ，

住民投票条例についての議案が議会で審議された

後， 2000年12月20日の本会議において，.高浜市

住民投票条例案」は全会一致で可決されるという

結果となった。

第2節 「高浜市住民投票条例」のポイン卜の解説

では，.高浜市住民投票条例」について，その主

な部分を1.目的 2.投票対象事項 3.投

票対象除外事項 4.投票の請求及び発議 5.

投票の形式 6.投票の執行 7.投票資格者，

8.投票期日， 9.投票の方法， 10.情報の提供，

11.投票運動， 12.投票の成立要件等， 13.投票

結果の尊重， 14.請求制限期間， 15.選挙準拠，

16.投票実施に必要な経費，の 16点に分けて，そ

のポイントを解説していく (3)。

1. 目的(第|条関係)(4) 

この条例の目的は，第一に，高浜市において

「特に重要な政策の決定に住民の意思を直接反

映させようとするもの」である。これは，.自治

体の行政運営に住民が自発的・積極的に参加す

るという『住民自治」の理念に基づき，住民が

市政へ直接参加する機会を『住民投票』という

制度で保障し，これによって示された市民の『総

意』を市政に的確に反映していこう」という考

えによるものである。

第二に，.この制度によって住民自治の主権者

である「市民』と，地方自治の一方の担い手で

ある『行政』が市政についてともに考え，とも

に行動し，ともに責任を負うという『市民と行

政の協働によるまちづくり』を実現すること」

l市政運営上の重要事項(除外事項を除く)について住民投票をし示三}
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除外事項を除き，市長から
選挙管理委員会に通知

一選挙管理委員会一

・原則， 60日経過後の最初の日曜日に投票を実施
.投票場所・時間などは公職の選挙に準ずる

開票→市長などへの結果の通知→結果の公表

投票総数が有権者の過半数に満たない場合，開票などは実施しない。

市民・議会・市長に結果の尊重義務

(同一事案について請求制限期間あり。)

図 高浜市住民投票制度の流れ



にある。

2. 投票対象事項(第2条関係)(5) 

住民投票の対象となる内容は r市民に直接そ

の賛否を問う必要があると認められるまちづく

りや将来計画，あるいは市民生活に重大な影響

を及ぽす事案であって，市や市民全体に直接の

利害関係がある『市政運営上の重要事項~j に限

られている。

具体例として，

① 市の存立の基礎的条件にかかわる基本的な

選択(市の名称や行政区画の変更，市の合併

や分離など)

② 特定の重要施策や事業の実施にあたって，

市民に特別の負担を求める場合(新しい目的

税の創設など)

③ 市民の健康や財産をおびやかすおそれがあ

る反面，経済的波及効果の大きい迷惑施設の

建設にかかわる市としての意思表示，または

これに伴う市有財産の処分

④ 大規模公共施設の設置など，特定の施策・

事業を実施するにあたって巨額の財政負担が

必要となり，将来の行財政運営に影響を及ぼ

すおそれのある事案

⑤市の将来を長く決定するような事項に関

し，市民の意見が二分されている事案

などが考えられている。

3.投票対象除外事項(ネガティブリス卜方式)

(第2条各号関係)(6) 

住民投票の対象となる「市政運営上の重要事

項」であっても，次の場合は対象から除かれる0

0 市の権限に属さない事項

住民投票の結果に基づいて何かの施策を実

施するとしたときに，それが市の権限に属さ

ないもの[国(大臣など)・県(知事)の権限]

である場合は，市が住民投票の結果を尊重し，

必要な措置を講ずることができないため，対

象から除かれる。

O 法令の規定に基づき住民投票を行うことが

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

できる事項

法律などの規定によって住民投票が可能な

事項については，その法律などの手続きを優

先するというものである。現時点では，①議

会の解散請求②議員の解職請求③市長の解職

請求の三つが該当することになる

。特定の市民又は地域にのみ関係する事項
一部の市民または一部の地域のみに利害関

係が限定された事項については，市全体にわ

たって実施する住民投票にはなじまないこと

から対象から除かれる。。市の組織・人事・財務に関する事項
市の行政組織(部や課などの設置)・職員人

事・予算・決算・会計といった事項は，法律

上 r市長の段階で独自に決定できる事項であ

るj，r議会が議決すべき事項であるj，rあく

までも行政の内部的な決定事項である」など

の理由から住民投票にはなじまないものと判

断し，対象から除かれる。

0 住民投票を行うことが適当でないと明らか

に認められる事項

以上の四つの除外項目以外にも，住民投票を

行うことが適当でないと「明らかに」認められ

る事項については，住民投票の対象から除かれ

る。

これについては，次のような事項が考えられ

ている。

① さまざまな視点で長期的な検討をする必要

があり，多くの可能性や選択肢があると考え

られるため，すぐに結論を出すことが難しい

と認められる事項

② 非常に高度で専門的・技術的な内容である

ため，一般市民が賛否を判断することが困難

であると認められる事項

③ 公序良俗に反する事項

④ 基本的人権を侵害するおそれがあると認め

られる事項

いずれにしても，適当でないと客観的にも「明

らかに」認められる事項でなければ，市長の判

断で除外することはできないことになってい
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る。

4.投票の請求及び発議(第3条・ 4条関係)(7) 

住民投票を実施するためには次の三つの方法

がある。

① 市民からの請求

市議会議員選挙及び市長選挙の有権者で，

一番最近行われた選挙人名簿の登録時にその

選挙人名簿に登録されている者(=満20歳以

上の日本国籍を持つ者で，選挙人名簿登録時

の基準日から引き続き 3カ月以上市内に住所

を有する者)の総数の 3分の I以上(8)の署名

を集めれば，署名運動の代表者から市長に対

して住民投票を請求することができる。

これは，地方自治法上の議会の解散請求や

市長の解職請求の場合の手続きに基づいて定

められたもので，手続きも法律上の定めに基

づいて行うこととしている。

② 議会からの請求

市議会は，議員定数の 12分の l以上(高浜

市の場合1人)の議員の賛成を得て議員提案

された事案について，市議会で出席議員の過

半数の賛成によって議決された場合，住民投

票を請求することができる。

これは，法律上定められている議員の議案

提出権に必要な条件に基づいて議員からの提

案権を定め，議会で出席議員の過半数によっ

て議決されたものが「議会の意思」であると

いう考えからきたものである。

③ 市長からの発議
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市長は，必要に応じて自己の判断によって

住民投票を発議することができる。市長発議

については特に必要な条件が定められていな

し〉。

これは，.市長の意思決定は議会の意思決定

の手続きとは異なり，市長自身の責任で行う

べきである」という考えによるものである。

市民請求や議会請求があった場合には，第

2条の除外事項に該当する場合を除いて，

住民投票を実施することを市長に義務付けて

おり，実施するかどうかについて窓意的な判

断が入り込む余地のないように規定されてい

る。

なお，市民請求のうち条例の制定改廃に係

るものについては，署名活動に係る請求者の

労力や住民投票に係るコストなどを勘案し

て，まず，地方自治法上の直接請求を前置す

ることとし，その結果を踏まえて，住民投票

の請求を行うべきことを規定している。

5.投票の形式(第5条関係)(9) 

住民投票にかける事案は，賛成か反対かとい

う二者択一の形式であることを条件としてい

る。

これは，.住民投票は，多くの有権者の参加が

あってこそ意義があり，投票の内容が分かりに

くいために棄権者や無効票が増えることがない

ように」し，.あくまでも投票者が判断しやすい

内容とするため」という考えによるものである。

6.投票の執行(第6条・ 7条関係)(10) 

住民投票は，市長が管理し行うこととしてい

る。

これは，.住民投票は，市政運営上の重要事項

について市民の総意を把握するために実施する

ものであり，その性質から鑑みても，これを執

行する事務については，現在の地方自治制度に

おいては，他の執行機関でなく，市長の事務と

して位置付けることが適当である」という考え

によるものである。

しかしながら，.迂住民投票自体の手続きは選

挙に準じて行うこととしており(第17条)，そ

のための事務上のノウハウなどは，選挙管理委

員会が有していること，②市長も発議権を有し

ていることから，住民投票の投開票については，

客観性・透明性を確保する必要からも，市長や

その附属機関よりもむしろ，他の執行機関に投

票事務の執行管理を委ねることが適当であ

るJ(ll)との考えから，地方自治法第180条の2

の規定により選挙管理委員会に委任することと



している。

7.投票資格者(第8条関係)(12) 

住民投票の投票資格者については，公職選挙

法第9条第2項の規定に基づいて定められてお

り，高浜市の議会の議員及び市長の選挙権を有

する者」とされている。つまり，日本国籍をもっ

た満20才以上の者で，住民投票の基準日(投票

日の 8目前)現在で引き続き 3カ月以上高浜市

内に住所がある者になる。

なお，投票資格者について満 18歳以上の者や

永住外国人にも拡大すべきだという議論がある

ことに対しては，①これらの永住外国人等に対

する参政権の付与については，国会においても

継続審議中であるように，賛成・反対の立場か

らの様々な議論があること，②市民請求の要件

や署名に係る証明手続等の規定を地方自治法上

の直接請求の規定に準じたこと，③永住外国人

等に係る失権者の確認手段がないこと，④高浜

市における現行の住民基本台帳システムでは3

カ月要件を満たす外国人等に係る投票資格者名

簿の調製が困難であること J(l九等の理由によ

り，現時点では，議員及び長の選挙権を有する

者」と位置付けられている。

8.投票期日(第9条関係)(14) 

住民投票の投票日は，選挙管理委員会が決定

する。決定の方法は，選挙管理委員会が市長よ

り市民請求・議会請求・市長発議のいずれかの

通知を受けた日から 60日が過ぎた最初の日曜

日を投票日とすることとしている。また，住民

投票の投票予定日の前後15日以内に国政選挙，

知事選，県議選，市議選又は市長選が行われる

ときは，住民投票を同日に行うこととしている。

これは，①投票期日については，その恋意的

な早期化，延期などができないように明確に

ルール化しておく必要があること，②投票の実

施は，請求又は発議があった趣旨からも，でき

る限り早い日がよいこと，③その反面として，

投開票の準備や情報提供に時間を要すること，

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

④住民投票期日の近くに他の選挙がある場合に

は，同日に実施する方が費用面でも効率化が図

られ，さらには投票率の向上の観点からも望ま

しいと考えられること，⑤投票(選挙)権につ

いては3カ月の住所要件を課しており，住民の

真の総意を把握するという住民投票の適正な執

行の観点からも，この 3カ月を超えない日を投

票日とし，特定の住民投票の投票資格者となる

ことのみを目的とする転入を防ぐ必要があるこ

と}15)，などの理由によるものである。

9.投票の方法(第 10条関係)(16) 

住民投票の投票方法については，通常の市議

選や市長選と同様に，一人一票の秘密投票に

よって行うと定められている。

住民投票は，二者択一で賛否を問う形式と

なっていることから， 'OJの記号を記入する記

号式投票とされ，投票用紙への記入方法につい

ては，有権者は，争点となっている事案に賛成

の場合は賛成欄に，反対の場合は反対欄に，'OJ 

を記入することになる。

10.情報の提供(第 12条関係)(17) 

情報の提供に関しては，住民投票を実施する

際において，有権者それぞれが，住民投票にか

けられている事案で問題となっている点につい

て何の考えももたずに投票することは，住民投

票制度そのものを無意味なものとするだけでな

く，投票に要した多くの労力と費用を無駄にす

ることにもつなが」るという考えから，住民投

票を行う市長や委任によってその事務を管理・

執行する選挙管理委員会は，公平・中立な立場

で住民投票に関する論点を明らかにしJ，有権者

が「その賛否を的確に判断できるよう，必要な

情報を積極的に提供し，十分な議論が尽くされ

るようにしなければなら」ず，住民投票を通し

て，有権者の「知る権利」を保障するものと捉

えている。

そのための具体的な方法として，①選挙管理

委員会が，投票日の 2日前までに選挙公報と同
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じ方法で，住民投票に関する様々な情報を提供

すること，②市が発行する広報紙への啓発記事

の掲載や情報公開手続きに基づいた情報の公

開，③必要に応じて公開討論会，シンポジウム

などを行うこと，という三つの事項を規定して

いる。

さらに提供する情報について i単に請求や発

議の内容の趣旨だけでなく，何が争点となって

いる事項なのか，争点となっている事項に関係

する事業計画案，事業予算案，考えられる代替

案，賛否両方のメリット・デメリットなど，公

開可能な情報を賛否どちらかに偏ることなく，

公平に提供」するとしている。

11.投票運動(第 13条関係)(18) 

住民投票の投票運動については，自由闇達な

議論などにより市民の間での気運が盛り上がる

ことが重要であるとの考えから i市民の良識に

委ねること」とされ，第 13条第1項において原

則として「自由とする」と規定されている。

ただし，次のような投票運動は除外されてい

る。

買収や脅迫によって有権者の自由な意思を

拘束したり，不当に干渉したりするような公

序良俗に反する投票運動

他の選挙と同日投票となった場合，選挙運

動と誤解されるおそれのあるような選挙関係

の法令の規定に違反する投票運動(問

12.投票の成立要件等(第 14条関係)(20) 

住民投票が成立する必要な条件は i市民によ

る実質的な意思表示である『市民の総意』を確

認する」という目的から i投票率が50%を超え

た場合に住民投票が成立したものとする」とし

ている o また，成立しない場合は，住民の総意

が現れないものとして，開票などを行わないこ

ととしている。

さらに，開票の結果については，有効投票総

数の過半数をもって「市民の総意」とするとし

ている。
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13.投票結果の尊重(第 16条関係)(21) 

住民投票の結果については i法的な拘束力を

持たないため，投票の結果を受けて市民，市議

会や市長が取るべき措置については，あくまで

も『尊重」の範囲にとどま」ると捉えられてい

る。

つまり i市長は争点となった事案に関する施

策の実施にあたっては，市長の政治的責任の範

囲で住民投票の結果を『尊重』する形で事務を

行うこととなり，また，議会は市長から提案さ

れた施策について議決や同意をするにあたっ

て，議決機関としての政治的責任の範囲で住民

投票の結果を『尊重』する形で審議し，採決す

ることにな」るが，議会については，議会にお

ける自由な議論についてまで拘束するものでは

ないと考えられている。

一方で，市民についても i住民投票という強

力な権利を行使した以上，自ら決定した結論に

対して，最終的に責任を負う立場に置かれるこ

とにな」り iこの制度の目的である住民自治の

実現という観点」からも，市民も投票結果を厳

粛に受け止め，受け入れる必要があるものと考

え i投票結果を尊重しなければならないという

義務を負うこと」としている。

14.請求制限期間(第 17条関係)(22) 

「①住民投票が実施され，結果が確定した事案

については，それ以降は，それぞれの主体が当

該結果を尊重し，それぞれの責任の下で行動を

とっていくべきものであるということ，②住民

投票の実施にあたっては，多くの労力と費用を

必要とすること，③それぞれの主体による『蒸

し返しJ を防ぐこと，④よほどの状況や条件に

変化がないかぎり，いったん示された『市民の

総意』が180度変わるということは考えにくい

こと J，などの理由から i同ーまたは類似の事

案については住民投票の請求(発議)を 2年間

制限する」とされている。

この 2年という期間は，議員や首長の任期(4 

年)，地方自治法の直接請求制限期間(1年)な



どを勘案して設定したとされている。

15.選挙準拠(第 18条関係)(23) 

この規定は，-住民投票については，事務の内

容が選挙と類似しており，選挙管理委員会が執

行管理を受任し，事務を行うことからも，投票

時間，開票手続その他については，選挙と同様

に実施することにより，住民投票の透明性や公

正性の確保を図るとともに，手続的に選挙と同

様であることにより，住民にとっても，理解し，

馴染みゃすい方式で執行することができる」と

いう考えから規定されたものである。

16. 住民投票実施に必要な経費削

住民投票を行った場合，-およそ市長選挙ほど

の予算(現行では約 900~l ， OOO 万円)が必要に

なる」と試算されている。

以上，-高浜市住民投票条例Jのポイントにつ

いて概観してきた。

本章の官頭においても記したように，-高浜市

住民投票条例」の最大のポイントは，①議会の

議決を経ずに住民投票を実施できるというこ

と，②「常設型」の住民投票条例であるという

こと，の二つの点であり，今後各自治体が住民

投票条例を制度化していく上で必要不可欠な条

件であるといえる。そこで次章では，本章で行っ

た「高浜市住民投票条例」についての検討を素

材として，投票の実施に至るまでの段階，投票

の実施段階，投票の実施後の段階という三つの

段階に分けて，住民投票条例の制度化における

法的諸問題について，学説も参考にしながら考

察を進めていく。

第 2章 住民投票条例の制度化における法的諸問

題の検討

第 l節住民投票の実施に至るまでの問題点

住民投票の実施に至るまでの段階においては，

(l)実施区域の設定， (2)投票請求権者，発議権者，

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

(3)必要署名数， (4)投票対象事項， (5)投票の実施時

期，という五つの事項に関する問題点があげられ

るo

(1) 実施区域の設定

まず住民投票を行うには，住民投票を実施する

区域をどこに設定するかということが問題とな

る。自治体の意思を決定するために行う投票であ

る以上，-その自治体の区域が投票の区域であり，

その自治体に住む住民が有権者である J(l)と考え

られる。

では，実際に行われた住民投票の例をいくつか

見てみよう。

① 巻町の原発建設については，巻町が投票の実

施区域であり，巻町の住民が有権者であった(有

権者数23，222人)。この場合は，巻町原発用地，

町有地売却問題に関する住民投票であったこと

から，巻町住民ということについて範囲は特定

しやすいといえる。

② 沖縄県の米軍基地整理縮小については，米軍

基地の縮小と日米地位協定の見直しの問題が問

われる住民投票であったことから，沖縄県にお

いて投票が実施され，県民が有権者であった(有

権者数約91万人)。この場合も，問われている

目的との関係から範囲は特定しやすいといえよ

フ。

③ 御嵩町の産廃処理施設については，産廃施設

建設場所との関係で，御嵩町が投票実施区域と

され，御嵩町住民によって投票が行われた(有

権者数 14，883人)。しかしながら，当該建設現

場は木曽川の上流に位置していること，木曽川

は名古屋市など下流域約500万人の水源で環境

汚染が心配され，これらの住民の生命，健康被

害も危↑具されることなどを考えると，他の市町

村がこの問題について住民投票を行うことが認

められることもあるといえよう。しかし，この

場合は，産廃施設からの距離とその影響度とい

う観点から，それぞれ実施する市町村住民の関

心度が希薄化されることは否めないと思われ

る。
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④ 名護市の米軍へリ基地建設については，名護

市辺野古地区が問題の地区であったが，辺野古

地区はかつての村であった久志地区の一部をな

し，ー町四村の市への合併が行われたため，仮

に住民投票をしたとしても単に自主的な意思表

明にすぎなかった。そのため，名護市(有権者

数約38，000人)において住民投票が行われるこ

とになったのである。ただし，辺野古地区の住

民(久志地区全体で約4，400人)は，名護市全

体において住民投票が行われることについて

は，その結果が決して有利に働くことはないと

の危慎から当初反対していたという事情があ

る。この事例は，結果的には功を奏したとはい

え，市民全体の意識の高揚が必要となった例と

もいえる。

⑤ 海上町の産廃処理施設については，施設予定

地が銚子市，海上町，東庄町の一市二町にまた

がっていたが，そのうちの海上町一町のみで，

町民(有権者数8，468人)により投票が行われ

た。その理由は，仮に他の銚子市と東庄町をま

き込んで住民投票が行われた場合に，関心度が

希薄である市民，町民への趣旨の徹底(勉強会，

連絡会)に莫大なエネルギーを費やさざるをえ

ないことと，銚子市としては市の中心から離れ

た場所であること，市街地の市民の関心が海上

町とは比較にならないほど低いこと，などが懸

念されたことによる。このため，海上町一町の

みで極めて短期間のうちに住民投票が行われ

た。他の一市ー町との連携は，県への陳情等と

いう形式によった。

このように，実施区域の範囲についても，直

接施設予定地となる市や町があっても，これら

を取り込むことが，かえって住民投票の目的と

した結果を導かずにハードルを自ら高くしてし

まうことにもなる。それだけに，実施区域の範

囲をどこに設定するかということは非常に難し

い問題といえる。

⑥ 徳島市の吉野川可動堰建設については，可動

堰予定地が吉野川の両岸に位置する徳島市と藍

住町にまたがっているが，徳島市のみが投票実
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施区域とされ，徳島市の住民だけを対象として

投票が行われた(有権者数約208，000人)。徳島

県の中心都市である徳島市においての住民投票

という点では，それまでに至る莫大な市民のエ

ネルギーが費やされたものであり，人口多数の

市としての住民投票の実施方法を考えさせられ

る事例である。

なお，藍住町においても，直接請求の方式に

よる住民投票条例制定の署名活動が行われ，そ

の結果有権者の 43.6%に相当する 9，336人の

署名が集まったが，これは町議会で否決された。

⑦ 神戸市の市営空港建設については，建設予定

地の関係から，神戸市民が有権者とされた(有

権者数約 115万人)。この事例は，②の沖縄県に

おける住民投票よりも有権者数が多く，それだ

けにまず条例制定の直接請求に必要な有権者の

50分の 1以上の署名を集めることからして問

題があり，さらには市の「政策対抗型」ともい

える住民投票の目的達成には，極めて膨大なエ

ネルギーを要することになったものといえる。

⑧ 刈羽村の原発プルサーマル計画受け入れにつ

いては，隣接地の柏崎市の原発施設も関連する

が，刈羽村独自での住民投票が村民(有権者数

4，090人)によって行われた。

以上具体例をいくつかあげてみたが，いず、れの

場合においても，住民投票における住民の範囲に

ついては，市・町・村(或いは県)単位を基本と

して住民投票が実施されている。

住民投票において，どこまでの地域の住民を対

象とするかという問題については，市又は府県の

全域とする場合には，常に「少数の犠牲J の上に

多数者の利益を擁護するという批判がなされる一

方で，狭い地域に限定すれば「少数者のエゴ」に

よって全体の行政が左右されるという危険性につ

いての批判も生じてくるであろう。また，投票区

域の設定いかんでいくらでも権力者の側の操作が

可能であり，しかもその区域の設定の合理的基準

を確立することは容易ではなく，検討を要する問

題といえよう。

なお，.特定地域における公共施設の建設の是非



が問題となっている場合などその施設によって何

らかの悪影響を受ける可能性のある周辺住民と，

自治体内の他の領域に住む，むしろその施設の建

設によって恩恵を受ける住民との聞で意見が異な

る可能性があり，後者の住民の数が圧倒的に多い

場合には，その問題を住民投票によって決定する

ことは妥当ではな(2りしより柔軟で，より慎重に

最適の解決策を探ることができるような他の住民

参加の方法による問題解決を目指すべきであると

思う。

(2) 投票請求権者，発議権者

次に，誰が住民投票の請求あるいは発議を行う

かということが問題となる。これについては，住

民，首長，議会という三者が考えられる。

「高浜市住民投票条例」においては，市民，首長，

議会の三者それぞれが住民投票を請求あるいは発

議できる権限を与えられている。このような権限

を市民，首長，議会の三者に付与することによっ

て，三者それぞれの立場や考え方が尊重され，請

求権あるいは発議権が三者の聞におけるセーフ

ティーネットの役割を果たすと思われる。

また，首長あるいは議会が条例の発案者である

場合，それは住民の意思の確認を得るという方向

で直接民主制を尊重したものといえ，評価できる

ものであるといえよう。さらに，首長と住民，議

会と住民，さらには首長と議会と住民の利害関係

が一致するため，住民投票に関わる事項について

の的確な情報の公開や十分な勉強会あるいは連絡

会が行われることが期待できる。

ただし，首長と議会とが対立したままで，それ

ぞれの立場，特に首長の政策の後押しを期待する

目的で住民投票条例制定の請求が行われるという

場合も考えられる。したがって，住民は，首長あ

るいは議会の発議ないし請求の意図を了知し得る

ように，常日頃から地域行政に眼を光らせておく

ことが必要であると思う。

(3) 必要署名数

次に，住民が住民投票の直接請求を行う場合，

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

どれくらい署名を集める必要があるかということ

が問題となる。

「高浜市住民投票条例」においては，有権者の 3

分の l以上の署名を必要としているω。この必要

署名数について，高浜市の森市長は，-人口が約3

万8，000人，市域が13平方キロと共同体色の濃い

まちなので，この程度の厳しさがあってもいい}4)

と述べている。

思うに，小さな自治体では要件が緩すぎると住

民による直接請求の乱発のおそれがある一方で，

人口規模が増大するにしたがって地方政治におけ

るその対象事項に対する住民の関心度は希薄に

なっていき，署名の収集も困難になっていくとい

えよう。したがって，住民投票のための必要署名

数は，人口規模によって段階的にその割合を緩和

すべきであろう。

人口に応じた必要署名数の区別についてである

が，住民投票立法フォーラムの「住民投票に関す

る特別措置法案J，民主党の「住民投票法案J，日

本共産党の「住民投票法大綱」が具体的基準をあ

げており，参考となる(5)。

私見としては，必要署名数の区別については検

討中であり，今後の研究課題の一つである。

(4) 投票対象事項

住民投票の対象事項に関しては，まず第ーに，

住民投票の対象事項を限定すべきか否かという問

題と，第二に，限定するとすればどのような事項

が住民投票にふさわしいのか，ふさわしい事項を

限定列挙的にリスト化してゆくポジティブ・リス

トにするか，ふさわしくない事項をリスト化して

それ以外は可能とするネガティブ・リストにする

かという二つの問題が存在する。この問題は，投

票の結果に法的拘束力を持たせるか否かという問

題とも関連してくる。

まず第一点目について，対象事項を限定すべき

という前提をとった上で，高度に科学的，専門技

術的判断を要する問題，あるいは，高度に政策的

で総合的判断を要する問題については，事柄の性

質上，議会における理性的な討論に委ねることが
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適当ではないかという理由で，国の権限に属する

事項を対象から除外すべきであるとする考え方が

ある (6)。

他方 w東京都住民参加制度研究会報告書』は，

住民投票に法的拘束力を認める制度を念頭に置い

た上で，①当該地方公共団体の存立の基礎的条件

に関する事項(例.行政区域の変更や地方自治体

の名称の変更，地方自治体の合併・分離)，②特定

の重大施策(例.大規模公共施設の設置・廃止)， 

③事業実施経費にかかる住民の特別の負担(例.

法制度上可能であることを前提として，課税，起

債等)，④重要な案件について議会と長が対立して

いる場合，⑤地方自治体の将来を長く決定する事

項に関して住民の意見が二分されている場合，と

いう五つを住民投票に適した事項としてあげてい

る。

また，福井康佐氏は，今後自治体では「迷惑施

設」の建設がますます争点になるとして，①ゴミ

処理場・火葬場・下水処理場など，自治体内に必

要な施設の建設問題，②場外車券売場や博覧会の

誘致など，自治体にとって必要性が薄い施設の建

設問題，③空港・高速道路・刑務所・知的障害者

のための施設など，社会全体としては必要な施設

の建設問題，④基地・原発など，社会全体として

の必要性に議論のある施設の建設問題等の分類を

しているの。

このほか，少数者の人権侵害や個人の思想・良

心の自由の侵害に通じる問題は対象から除外すべ

きだとする意見もある(8)。

さらに，住民投票の対象事項を限定すべきであ

るという立場に立つと，国の権限に属する事項，

外交や国防，あるいはエネルギ一政策といった国

益に関わる事項が同時に地域的な生活利害にも密

接に関連している場合が問題となる。この問題に

対する積極説は，.巻町の事例は国の原子力政策・

エネルギ一政策に関係し，また，沖縄の県民投票

も日米安保条約に基づく地位協定のあり方が問題

となったため，住民投票の対象となりうるか否か

の議論が生じた」のであり，いずれの場合も「一

面では，国の固有の政策に関するものであるとは
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いえ，他面では，当該地方住民の利益や権利と深

くかかわり，国は地方に協力を求める立場である

ため，地方の対応如何が住民投票の対象になりう

る事例であったと解される」とし，しかも，.住民

投票が裁可型でなく，諮問型である以上，住民の

意思を国の政策に反映させるために，これを対象

として地方の意思を示すことは，地方自治の本旨

からしても本来可能である}9)と述べている。

その一方で，拘束型か諮問型かということを明

確にした上で，対象事項が住民投票にかけるのに

ふさわしいか否かを問わないとする説には，

① 「そもそも権限のない事項について，長や議会

を義務づけることは混乱を招くだけだから，拘

束的住民投票の場合には，対象は当該自治体の

法定権限に属する事項に厳密に限定される必要

が出てこよう。しかし，諮問的住民投票につい

ては，厳密な権限の有無とは一応別に，地元に

関係深いテーマであれば，自治体の意向を国に

アピールしたり，住民の意向を自治体の長・議

会にアピールする政治的効果をねらった住民投

票も事実上可能であり，また有益な場合もあろ

う}10)と解する説や，

② 「助言型の場合，拘束力がないのであるから対

象を限定する必要は低く，条例によって国の権

限に属する事項について投票を行うことも禁止

する理由はない。法律による住民投票であれば，

他の機関の法律上の権限を制限することは不可

能でないから，決定型であっても対象を限定す

る必要はない」と述べ，さらに，.法律により国

の権限とされた事項であっても，国の権限であ

るという理由だけで地方公共団体の住民投票の

対象から除外する根拠はなく，実際上も適当で、

はないと解される。除外する必要がある事項に

ついては個別に根拠を明確にすべきである。た

だし，決定型の場合，発案の要件，投票成立の

要件，投票手続等を助言型の場合よりも厳格に

定める必要があるJ(11)とする説などがある。

以上のことから，諮問型の住民投票については，

住民投票制度を地方に関する事項についての住民

の意思を表明するための制度として捉えれば，地



方自治の本旨からしても，対象事項を制限すべき

理由はないといえよう。

ただし I基本的人権の制約をともなう政策判

断」については，住民投票の対象となしえないと

思われる。なぜならば I主権」の実体が権力であ

る限り I人民主権」の実質化，すなわち権力の民

主化がいかに進行しでも，権力と個人，とりわけ

少数者の人権との緊張関係は常に存在するからで

ある。したがって，少数者の人権侵害や個人の思

想・良心の自由の侵害に通じる問題は，対象から

除外すべきであろう。もっとも，地方自治の本旨

を住民の人権保障を中心に捉えるならば，人権に

かかわる問題であっても，例えば住民の環境権や

「矢口る権利」の保障，平等保障等に通じる問題であ

るならば，一定の政策判断に対して住民の意思を

問うことも可能であると思われる。

(5) 投票の実施時期

住民投票の実施時期については，投票日をいつ

にするのかということと，国政選挙あるいは地方

選挙の投票日に住民投票も行うことができるのか

ということが問題となる。

まず，前者の問題については，これまで実際に

住民投票が行われた例をいくつか見ていくことに

する。

① 巻町の例では，住民投票条例公布日から 16日

後に投票が行われている。

②沖縄県の例では，公布日から 6カ月以内とさ

れているが，現実には 2カ月後に投票が行われ

ている。

③御嵩町の例では，施行日から 6カ月以内とさ

れ，現実には施行日から 5カ月後に投票が行わ

れている。

④ 名護市の例では， 1998年 1月18日までと期

日が指定され，現実には制定日から 76日後に投

票が行われている。

⑤海上町の例では，施行日から 1カ月以内とさ

れ，現実には 23日後に投票が行われている。

⑥ 徳島市の例では I吉野川可動堰建設計画の賛

否を問う徳島市住民投票の実施を定める条例」

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

の施行日 (2000年 1月1日)から起算して 1カ

月以内とされ， 23日後に投票が行われている

が，住民投票条例公布日との関係では 7カ月

後に行われている。

⑦ 刈羽村の例では，住民投票条例施行日から 30

日を経過した日から最も近い日曜日とされ，現

実には，住民投票条例が可決された日から 40日

後に投票が行われている。

以上概観してきたが，この問題を考えるにあ

たっては，住民投票にかける案件の内容と，それ

についての住民の理解度及び対象事業認定時期と

いう時間的限界との関係を相関的にとらえて検討

していく必要があろう。私見では I個別事案の住

民投票では，投票率や争点の盛り上がりを考えれ

ば，投票の実施が決定されてから 6カ月以内が適

切なところであろう }12)とする考え方が妥当では

ないかと思う。

また後者の問題については I高浜市住民投票条

例」は，前後15日以内に他の選挙がある場合には，

住民投票をその選挙と同時に行うことができると

している(1九アメリカでは住民投票と選挙の同時

実施が一般的で，選挙の投票率アップにも貢献し

ており，さらに投票経費の節約効果も大きいとい

われている。

しかしながら，他方で，住民投票が国政や地方

の各種選挙と同日投票となったときに，その選挙

の候補者の公約や論点が住民投票で取り上げられ

ている争点と重なった場合が問題となる。なぜな

らば，この場合，住民投票の投票運動と同日に行

われる他の選挙の選挙運動との区別が不透明と

なってしまい，投票運動のつもりで行ったことが

選挙運動と誤解され，公職選挙法違反に問われる

おそれがあるからである。

この点については I高浜市住民投票条例」は，

第13条第1項ただし書において，他の選挙と同日

投票となった場合には公職選挙法その他の選挙関

係法令の規定に抵触する投票運動を行ってはなら

ないとしている。このように国政選挙あるいは地

方選挙と同日投票の場合に住民投票の投票運動も

公職選挙法の枠内に規制しておくことは，投票運
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動に参加する市民を保護するという観点からも有 化するばかりでなく，後遺症が残る。条件付賛成・

用なものであり，今後参考とすべきものであると 反対など選択肢を増やすことは，結果の解釈に多

思われる。 様性はあるが，本案とは別の面で融和の可能性が

ある }16)とする立場もある。

第2節住民投票の実施段階における問題点 また，沖縄県民投票については i日米地位協定

投票の実施段階においては， (1)投票の形式， (2) の見直し及び、基地の整理縮小」について賛成・反

投票執行機関， (3)投票資格者，(4)情報提供， (5)投 対を求めるということでは二者択一だ、ったが，一

票運動，という五つの事項に関する問題点があげ つの投票で二つの事項についての賛否を求めてお

られる。 り(J九かつ，設問自体に具体性がなく暖昧だ(1ヘ

(1) 投票の形式

投票の形式については，選択肢をいくつ設ける

かということと，選択肢の内容はどのようにすべ

きかということが問題となる。

まず，二者択一の方式によれば，賛成か反対か

という形式をとることになる。

この方式をとるにあたっては i複雑な問題を

YESかNOで回答でき，なおかつ住民の意思を

正確に表すように設問を作らなければならな

い}14)ということに注意する必要がある。この方

式で実際に投票が行われたのは，巻町，御嵩町，

海上町，徳島市などがあり，圧倒的多数の実施例

がこの方法を採用している。

これに対して，三者択一方式さらには四者択一

方式がとられることもある。例えば，刈羽村は三

者択一方式を採用しており，①賛成，②反対，③

保留という三つの選択肢をとっている。さらに，

名護市の例が四者択一方式を採用している。ここ

では，①賛成，②環境対策や経済効果が期待でき

るので賛成，③反対，④環境対策や経済効果が期

待できないので反対，すなわち，①絶対賛成，②

条件付き賛成，③絶対反対，④条件付き反対とい

う四つの選択肢を設けている。このように四者択

一方式をとる理由として，議会は「市民の反感を

買うのが怖くて否決はしない。かといって条例案

どおりの住民投票をやれば大差で負ける。そこで

考え出したのが，四者択一方式に変えての修正可

決だった}15)と述べる者もいる O

この点，逆に iイエスかノーかのみの選択は，

数の論理が優先して， PR活動などがフィーパー
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という批判もなされている。

いずれにせよ i漠然と賛否両論に分かれていて

も，中間領域に幅広い折衷案が考えられる場合に

は，設問の仕方によって結果が異なってくる可能

性がある }19)のであって，設問の設定の仕方は十

分に考えてなされるべきであろう。なおその場合

には i設問の形式によっては，住民の単なる意向

調査や争点ぽかしになることがあり，住民投票の

目的である基本的な政策選択に対する住民の意見

表明とその尊重という政治的責任の確保さえ困難

になるかもしれない}20)という危慎も存在するた

め i自治体の権限と争点を明確にしたうえで，設

聞を作成する必要がある }21)といえよう。

(2) 投票執行機関

次に，誰が住民投票の執行・管理を行うのかと

いうことが問題となる。

まず，過去に行われた実際の住民投票条例・条

例案における住民投票の執行・管理者についてみ

ていくことにする。

紀勢町町民投票案は，選挙管理委員会が直ちに

住民投票を執行するとしている。

しかし，ほとんどの住民投票条例・条例案では

執行・管理者は首長となっている。

これに対し，投票に関する実質的な事務の管理

については，条例に選挙管理委員会が行うと明記

するもの，施行規則に規定するもの，選挙管理委

員会に相当する選挙管理会や委員会を設置するも

の，あるいは選挙管理委員会への投票事務の委任

を明示しているものとさまざまであって，必ずし

も一定のパターンがあるわけではない。



例えば，-逗子市住民投票付託に関する条例案」

では，住民の市長への付託請求に基づいて市長が

住民投票を執行することになっており，住民投票

付託請求開始届けが提出されると住民投票管理会

を設置しなければならないとされている。ここで

は，形式上の執行者と実質的な投票管理者が区別

されている。

また，巻町のように投票事務と予算執行を選挙

管理委員会が行い，渉外などの事務は町長(総務

課)に分任し，必要に応じて両者が協議する規定

を含む住民投票条例施行規則を作成し，住民投票

事務の執行を選挙管理委員会に一部委任している

例もある。

他方，住民投票立法フォーラムによる「立法

フォーラム案」においては，表決の投票，発議の

投票と区別した上で，いずれの場合も首長に請求

するとしている。そして，住民投票の執行のため

に「住民投票管理委員会」を設置するとしている。

この委員会の設置ならびに運営については，条例

で定めることとされている。したがって，自治体

は，この規定に基づいて，別途新たに住民投票管

理委員会を設置してもよいし，現行の選挙管理委

員会に兼務させることもできる。いず、れにしても，

住民投票管理委員会の設置は，法律で自治体に義

務付けられることとなるが，具体的な委員会の構

成などについては，各自治体が自主行政組織権に

基づき決めればよいということになる。

以上概観してきたが，レフアレンダム本来の形

からすれば，発議者が執行者になるのは投票の公

平さという観点からすれば問題があるので，やは

り執行者は独立した第三者機関である選挙管理委

員会とならざるをえないであろう。選挙管理委員

会の所掌事務は公職選挙法で定められたものだけ

に限定されるわけではないから，事務規則に住民

投票の管理規定を追加すれば済むことであると思

われる。

(3) 投票資格者

投票資格者については，国籍や年齢の制限を設

けるべきかということが問題となる。

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

地方自治法上の「住民」は，選挙権の有無や国

籍を問わず，市町村の区域内に住所を有する者と

されている(制。一方，選挙権については，国籍や

年齢の制限が存在する(制。しかし，地方自治法で

は，住民投票に関して投票権を制限する規定は存

在せず，また「衆議院議員，参議院議員並びに地

方公共団体の議会の議員及び長の選挙」に適用さ

れる公職選挙法は，当然には住民投票に適用され

ない。このことから，地方自治体は法律上住民投

票の投票資格者の範囲を自由に決定できると解さ

れる。

住民投票の効力が拘束型であれば，その効力の

強さから有権者とされている者の判断を得るとい

う意識が強く働き，その投票権者の範囲も公職選

挙法上の選挙権者と同様にすべきであると考えら

れる。逆に，諮問型であれば，それぞれの地方自

治体の判断に自主的に任されてしかるべきものと

いえよう。

しかしながら，多くの住民投票条例においては，

公職選挙法を準用して有権者を規定しているた

め，国籍や年齢の制限が置かれている。これは，

従来有権者だけであってもその多数意思を示すこ

とにそれなりの意義を見出していたことに加え，

住民投票条例の制定自体が困難なために，住民投

票の請求主体がその実現に向けて障害となるよう

な争点を作りたくないとして避けてきたことが大

きな原因であったと思われる。

各地の例をみると，まず，名護市の米軍ヘリポー

ト基地建設の是非を問う住民投票では，義務教育

を終えた者(16歳以上の者)への投票権の付与と

いうことも考えられたが，時間的に余裕がなく，

最終的に選挙人名簿によることとなった。また，

定住外国人については，沖縄にはもともと少ない

ため，特に問題にしなかったということである。

徳島市の住民投票では，条例案を作成する過程

で定住外国人の投票権について議論があったが，

争点、を増やさないようにするという考えからあえ

て触れないようにされたということである。

御嵩町の住民投票では，定住外国人や 20歳未満

の者の投票権について十分問題を意識していた
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が，産廃処分場の建設を推進する立場にあった岐

阜県との関係で，住民投票の結果について後から

県より問題点を指摘されることが予想できたの

で，できるだけ県に批判の材料を与えないために

公職選挙法に従う方針をとっている。

他方，いわゆる「まちづくり参加条例」と呼ば

れる箕面市の市民参加条例では，国籍の制限は置

かれていない。

また，否決はされたが，神戸市の住民投票条例

案では 3年以上日本に在住し 3カ月以上神戸市

に滞在する 20歳以上の外国人に投票権を認めて

いる。

さらに，静岡空港に関する住民投票条例案では，

満 18歳以上の者及び3年以上日本に在住してい

る定住外国人のうち静岡県内の市町村に引き続き

3カ月以上在住している者にも投票権を認めてい

る点が注目される。

また，ごく最近の例として，米原町住民投票条

例案は，永住外国人の方々も，地域におけるまち

づくりの仲間であ」るという考え方から， '20歳以

上の永住外国人で引き続き 3カ月以上米原町に住

所を有する者J にも投票資格を付与している。こ

のように「一般投票条例」において，永住外国人

に投票資格を与えた例は今まで存在しなかった。

その意味で当該条例案は注目すべきものである。

しかし， 2001年 12月21日の議会本会議におい

て，米原町住民投票条例案」は，議員 14名のう

ち賛成4名で，賛成少数により否決された。

住民投票が地方自治において住民意思の表明手

段として明確に位置付げられるようになれば，本

問題は避けては通れない課題となるというべきで

あろう。

では住民投票における投票権者はどのように解

するべきであろうか。

まず定住外国人の問題についてであるが，地方

自治はその住民の意思に従って行われるべきであ

るという地方自治の本旨からするならば，外国人

の中でも定住外国人については，その居住する地

方自治体及びその区域と密接な関係を有するに

至ったというべきであり，その居住地域の将来に
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関わる重要事項についてその意見を反映させるべ

きであろう。したがって，定住外国人については

住民投票権も認められるべきこととなるし，また

法的にもそのことが許容されているというべきで

ある。

次に，未成年者については，住民投票の対象と

なる事項が将来に大きな影響を与え，若い世代に

も密接に関わる点や，少なくとも高校を卒業する

年齢である 18歳であれば能力的に十分判断がで

きると考えられること，多くの国々で選挙権が 18

歳以上の者に認められていることなどからする

と，少なくとも 18歳以上の者については投票権を

認めるべきであると思う。実際にも，沖縄県での

日米地位協定の見直し等に関する住民投票におい

て，若者たちの考えを知ってもらおうという目的

で，高校生によって自主的に模擬投票が行われた

という事例も存在する。

また，これらの判断にあたっては，拘束型の住

民投票においては，投票結果が有権者から選ばれ

た首長や議会の意思を拘束するのであるから，投

票権者の範囲も公職選挙法上の有権者と同じよう

にすべきという考えが強くなるものと思われる。

したがって，拘束型について投票権者の範囲を広

げるというのであれば，公職選挙法の改正も同時

になされる必要があるといえよう。

しかし，諮問型の住民投票であれば，投票結果

が首長や議会の意思を拘束することはないのであ

るから，投票権者について，基本的にその地方自

治体が独自に判断すべきであると考える。

(4) 情報提供

情報提供については，住民投票条例の制定とそ

れによる住民投票の実施に対して，首長，議会，

住民が同一方向で協力している場合(沖縄県や海

山町の例など)には，問題とされている内容に関

する情報が住民側に積極的に開示され，かつ，役

所職員らによる内容の説明，学習会などが聞かれ

るため問題は少ないといえる。これに対して，住

民が首長又は議会と対抗型をとる場合は情報開示

が極めて不十分であり，住民投票条例の制定及び



住民投票の実施に向けての膨大なエネルギーが住

民に課せられることになり，このことが問題であ

るといえよう。

情報公開については，情報公開条例の普及や「行

政機関の保有する情報の公開に関する法律」が

2001年4月1に施行されたこと，さらにオンブズ

マンの活躍などによって相当程度前進していると

いえよう。しかしながら，条例の内容や制度の運

用はまだ不十分な状態であり，今後も充実発展さ

せていかなければならないであろう。また，高浜

市の住民投票条例のように，市長や選挙管理委員

会の情報提供義務を条文に規定することは，それ

によって情報保持者側の情報提供者としての自覚

も高まり，有効なものであると思われる。

次に，問題となっている内容が正確に住民に伝

達される方法，手段についてであるが，それは，

これまでの住民投票の実施例からもわかるよう

に，住民の積極的な情報収集と，個別の勉強会，

学習会の積み重ねにあるといえよう。首長，議会

が協力している場合は，役所の職員等による正確

な情報提供と解説が期待できるが，必ずしもそう

ではない場合に，市民の核となる者の出現を得な

ければならない(巻町や徳島市の例など)。このよ

うに，情報の獲得の遅滞と，情報分析及び情報解

説という作業の膨大さが，実際の情報提供との関

係で問題となってくる。それ故，正確な情報の提

供を首長，又は議会が責務として行うことが大前

提となるといえよう。

(5) 投票運動

住民投票においては，公職選挙法は適用されな

い。そのため，投票運動の公正さや適正さをどの

ように保っていくかということが問題となってく

る。

これまで過去において制定された住民投票条例

では，

① 区長と立候補者の協定(中野区教育委員準公

選制)

② 「住民の自由な意思が拘束され，もしくは不当

に干渉され，または住民の平穏な生活環境が侵

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

害されるものであってはならないJ(窪川町住民

投票条例)

③ 「買収等町民の自由な意思が拘束され，不当に

干渉されるものであってはならないJ(巻町条例

15条但書)

などのいわば紳士協定や倫理規定が設けられてい

る。

しかし，これらの各住民投票条例には，アメリ

カで考案された専門業者による署名集めの規制，

マスメディアを使った宣伝のルール化，選挙キャ

ンペーンの費用規制等は採用されていないし，倫

理規定違反や不当な干渉についての基準も明確で

はなしミ。そもそもこれらの倫理規定，紳士協定に

違反しても罰則の適用がないことから，投票の事

前運動に関する規制に関しては全く実効性がない

といえる。

唯一，吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島

市住民投票条例では，戸別訪問が禁止され，その

違反に対する罰則規定も設りられた。これは，住

民投票運動に相当の規制を加えないと不正がはび

こり，市全体が政争の場と化すと懸念されたこと

によるものである (24)。

実際に，沖縄の県民投票では，投票率が県政へ

の信任投票の意味を持つことから，県当局は 1億

2，000万円の広報予算を組み，県庁組織自体が政

治的アクターとして積極的に関与し，県民投票を

利用したともいわれている。岐阜県御嵩町での産

廃施設の住民投票でも，県の調整案が投票への干

渉と見られた。

では，住民投票の運動に関して，罰則規定を含

む相当な規制を設けるべきなのであろうか。

この問題は，行政機関の介入をどこまで許すか

という問題とも関連する。公職選挙法が適用され

ないから，法律などを用いて，国家・地方公務員

等の公権力が投票運動や集票活動に様々な条件を

つけることによって行政機関が介入することも可

能といえる。しかし，いったんこのような権限を

公権力に与えると，事実上歯止めがなくなるのが

現実である。したがって，現在のところ，投票運

動やその違反に対しては必要最小限の規制にとど
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めるべきであり，紳士協定や倫理規定への違反に

対しては，それに関わった議員や首長への住民投

票条例違反あるいは公約違反を理由にリコールす

る手段によるべきであると考える。

では，住民投票の運動において守られるべき最

低限のルールとは何か。

まず，投票運動において，買収や供応，投票妨

害にあたる行為が行われではならないのは当然の

ことであり，この種の行為について規制すべきこ

とについて異論はないと思われる。

問題は，公職選挙法において禁止されている戸

別訪問等の事前運動に対する規制の是非について

である。思うに，この種の事前運動は住民投票に

欠かせない住民に対する情報提供手段の一つであ

り，規制を行うことはむしろ自由な住民投票の実

現の妨げとなる恐れが強いと思われる。もともと

公職選挙法が戸別訪問を禁止していること自体に

ついても疑問視する声が強い。したがって，投票

運動は自由に行われるべきであり，買収等の行為

に罰則規定を設ければ十分であると考える。

第3節住民投票の実施後における問題点

住民投票の実施後においては，(1)投票の成立要

件， (2)法的拘束力， (3)請求制限期間，という三つ

の事項に関する問題点があげられる。

(1) 投票の成立要件

投票の成立要件については，必要最低投票率聞

について問題となる。

必要最低投票率に関する例を見てみると，例え

ば徳島市の吉野川可動堰の住民投票においては，

投票率が50%に達しないと住民投票を不成立と

するという条件が付され，事実上住民投票が成立

しないことを目的とするようなルールが設定され

ている(26)。このように，住民(27)の50%の投票がな

ければならないとする必要最低投票率は，住民投

票を実施する区域と有権者数の関係からみると，

有権者数が比較的少ない場合については不合理性

は必ずしも明らかとはならないが，徳島市の例で

は有権者数が約 208，000人という多さであること

144 

からして，地方自治における首長，議員の選挙の

場合にこのような必要最低投票率が存在していな

いことと比較しでも，極めて疑問視されざるを得

ない。

しかしながら，他方で，一部地域の問題につい

て，当該地域住民のみの住民投票という場合にお

いては，必要最低投票率を定めなければ極めて小

数の住民の投票で決定されてしまうという危慎が

論じられる(2九

この問題は，さきの実施区域の設定において論

じたように，住民投票における住民の範囲は，市・

町・村(あるいは県)単位を基本として行うべき

であるという考え方からすると，首長，議員の選

挙との比較及び必要最低投票率自体を設定するこ

との是非という観点から考えていかなければなら

ない。

この点で参考になるのが，首長，議員等の有効

投票率である。公職選挙法第95条第1項第3号，

第4号によれば，得票率は有効投票の4分の l以

上であることが法定されている。

もとより，最低投票率との関係で直接的ではな

いが，通常の選挙投票率が50%前後(29)であるこ

とを考え，かっその 4分の 1ということになれば，

有権者数に対して 12.5%以上の得票を確保でき

ればよいことになる。

これとの比較でいうならば，必要最低投票率を

設定しないで「絶対得票率」をとり，有権者総数

を分母として，例えば得票率が 12.5%に達しない

場合は有効ではないとする立場をとる方法も十分

考えられる。

他面，首長らが投票数の 4分の l以上の得票と

いう点を単純に 25%と見て，これを必要最低投票

率とすることも考えられる。

また，必要最低投票率のほかに，得票率の問題

もある。

必要最低投票率を設定せず絶対得票率をとる場

合は，二者択一，三者択一等の選択肢の場合にそ

れぞれの選択がこれをクリアしているかというこ

とが問題となる(30)。

これに対し，必要最低投票率を設定せず，ある



いは設定して，通常の二者択一の場合には投票総

数の過半数，三者択一等の場合の多肢選択の場合

は最多数の得票ということになるが，必要最低投

票率を設定しない場合に少数の投票率によるとす

ると，果たしてそれによって住民の意思が反映さ

れているかということについては，はなはだ疑問

が残る。

その点では，必要最低投票率を設定した上でそ

の過半数とするか，あるいは，必要最低投票率を

設定せずに絶対得票数を設定するかのどちらかを

とらざるを得ないと考えられる。

しかしながら，先にも論じたように住民の人口

の多い少ないが常に現実的な問題として横たわっ

ており，また他の要素とも深く関連するものであ

るから，この問題については今後さらに検討を深

めていくつもりである。

(2) 法的拘束力

ここでは，まず法的拘束力を持つ場合と持たな

い場合というこつの場合を具体的に考えていくこ

とにする。

はじめに，住民投票の結果が法的拘束力を持つ

場合を想定してみよう。この場合，投票結果がそ

のまま首長や議会の意思表示となり，首長あるい

は議会は投票結果に従う義務を負うことになる。

そうなると，例えば，町長が町有地につき電力会

社との間で売買契約を締結した場合，それが住民

投票の結果に反する行為であるならば，その行為

は無効となる，あるいはそこまで解さなくても，

町長と住民との間では内部的に法的に拘束されて

いるのであるから，町長の行為は法的暇庇のある

行為となり，取消し，損害賠償等の対象となると

解される。また，町長の行為が許認可等の処分性

を有するものであるならば，投票の結果に反した

町長の行為は取消訴訟の理由となることもありう

る。

次に，法的拘束力を有しない，いわゆる諮問型

と呼ばれている住民投票の効力を検討していく。

法的拘束力がないということは，投票結果に長あ

るいは議会は従う義務はなく，長あるいは議会が

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

投票結果に反する行為を行ったとしても，住民は

その行為を法的に是正できないということにな

る。すなわち，投票結果に対する尊重義務を担保

し，事実上の実効性を持たせるためには，首長の

解職請求あるいは議会の解散請求という方法をと

るしかないと解される。

法的拘束力を有する場合と有しない場合を上記

のように理解した上で，次に問題となるのは，住

民投票を制度化するには法律に基づくことが必要

か，それとも条例に基づいて制度化すれば足りる

のかということである。これらの問いに対しては，

①条例に基づいて，諮問型住民投票はもとより，

決定型・拘束型住民投票も可能であるとする見

解

② 諮問型住民投票は条例で可能であるが，決定

型・拘束型住民投票は法律に基づかなければ認

められないとする見解

③ 決定型・拘束型住民投票も諮問型住民投票も，

いずれも条例に基づいては認められないとする

見解

という三つの説に大別できる。また，この法形式

の問題，拘束力の問題に関する三つの説は，住民

投票の対象事項とも関わっているということに注

意しておかなければならない。

まず，第一の見解につき，杉原泰雄教授は，憲

法が宣言する「国民主権」をフランス憲法学説の

言う「人民(プープlレ)主権」と理解し，その「人

民(プープル)主権」を基本に住民自治を理解す

ることを出発点として r日本国憲法は，地方公共

団体の意思決定については議会による意思決定を

当然の前提としているわけではなく，特に重要な

問題については直接の民意による決定を重視して

いるとも解される。そして，町村の条例に基づく

拘束的住民投票制については，地方自治法94条，

95条が条例で議会を置かず有権者の総会(町村総

会)をもって議会にかえることを認めているが，

これは全面的な直接民主制の承認であり，全面的

な直接民主制が可能であれば，部分的な直接民主

制である住民投票を否定すべき合理的な理由はな

いし，また，市と都道府県の場合も，日本国憲法
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の代表民主制の観点からすれば，またそれを支え 度を定めながら，政策的住民投票について沈黙す

る国民主権(，人民主権J)や住民自治の原理から る地方自治法においては，拘束的な政策的住民投

すればなおさらのこと，憲法とそれに適合的な法 票の禁止を合意していると理解できょう。した

律に明示的な禁止規定がない限り，その地方公共 がって，第二の多数説が妥当であろう。

団体の事務の住民投票になじむ事項について，拘

束的住民投票制を条例で設けることは可能と解す

べきであろう」と述べている(31)。

これに対して多数説である第二の見解は，長の

解職請求成立後に行われる現行の住民投票も法律

で規定すれば可能と解されてきたこと， 1978年に

内閣法制局長官が国会答弁で，国レベルでも諮問

的国民投票ならば憲法に反しないとしたこと (32)

などを理由として，地方レベルの諮問型住民投票

であれば合憲・適法と解するものである(問。他方，

法律に基づかない拘束型住民投票は，憲法93条

を受けて地方自治法は議会(議員)と長の『二元

的」な『代表民主制』を採用し，しかも長に当該

地方公共団体の事務の執行に関する包括的権限を

付与しているが，議会や長などの執行機関を法的

に拘束したり，それらにかわって自治体の意思を

直接に決定したりする住民投票制度を設けると，

その趣旨に反することになる」ので，条例で定め

るのは地方自治法違反であるとされる(制。

第三の見解に立つ原田尚彦教授は，憲法や法律

の規定を素直に読むと，やはり地方行政は，首長

と議会がその責任でおこなうことを予定している

と読まざるをえないし，またそれには相応の理由

もある。そうだとすると，個別政策をアド・ホッ

クに住民投票できめるというやり方には，行政の

総合性と一貫性をさまたげ首長や議会の権限と責

任体制をおびやかすおそれがあるから，現行の法

体系との聞に抵触が懸念されるのはむしろ当然で

ある」という (35)。

思うに，憲法の規定は，第93条第1項で，地方

自治について「議事機関として議会を設置する」

として首長と議会による二元的な間接民主制を中

心としており，条例の制定改廃請求(3ヘ事務監査

請求(31 議会解散請求問，議員・長の解職請求(叫

などの直接民主制的制度でこれを補完する趣旨で

あると読むのが素直であり，また直接請求の諸制
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(3) 再請求・再投票禁止期間

最後に，住民投票が実施されてその結果が出た

場合，同一事項に関して一定期間住民投票の請求

あるいは再投票を禁止すべきか否かということが

問題となる。

従来，住民投票は緊急の課題について主権者と

しての意思を示すものであって，通常の意思決定

システムから見て例外的なものと考えられてきた

ため，再請求の禁止についてはあまり深く議論さ

れてこなかった。しかし，住民投票が地方自治に

おける意思決定の一方式であるという明確な位置

付けがなされるようになってきている現状の中

で，その制度化が焦眉の課題であることからする

と，この問題を考える必要性が生じてくることに

なる。

一般に，一定の具体的判断を出した公的機関は，

再び同じ事項について審議ないし審理しないとい

う原則が認められている (40)。また，地方自治法上，

議員及び長に対する解職請求について 1年聞は

再び解職の請求をすることを禁止している (41)。こ

のような禁止がなされるのは，公的判断の安定性

を図り，その権威を高めるところにあるといわれ

ている。住民投票もいうまでもなく主権者の意思

が直接的に反映された公的判断ということがで

き，したがって，同様な制限がなされるべきであ

ると考えられる。

さらに，住民投票が多大な労力や費用をかけて

行われるということや，住民投票が「濫用される

ならば，住民を住民投票に倦んでしまい，必ずや

投票率が低下するであろうし，間接民主制の意思

決定システムが揖乱されよう }42)という住民投票

独自の危険性からも，再請求・再投票の禁止が要

請されることになるであろう。

この基本的考え方については，住民投票の効力

が拘束型か諮問型かによる違いはなしいずれの



型にも妥当すると考えられる。

で誌は，具体的にどのくらいの期聞を画するかが

問題となるが，明確な基準は今のところ存在して

いない。

実際に施行された例では，長崎県小長井町での

採石場の新規計画及び拡張計画の賛否を問う条例

では 4年間とされた。また，-高浜市住民投票条例」

は 2年間再請求を禁止している。住民投票立法

フォーラム案や民主党の住民投票法案では，再請

求禁止期聞を 2年間としている。社民党案では禁

止期聞が1年間とされている。

また，住民投票の日以降の首長や議員の残り任

期期間とする見解も出されている(叫。

この問題を考えるにあたっては，前述の住民投

票の結果に対する信頼性，安定性の確保と情勢の

変化への適切な対応というこつのバランスをどの

ようにとるかということを考慮しなければならな

しミ。

その上で，住民投票の効力が拘束型か諮問型

か(叫)，その対象事項の種類，性質等によって具体

的に判断する必要がある。

仮に諮問型を前提とするならば，判断の安定性

の確保を図りながら情勢の変化に適切に対応させ

る期間としては 2年間というのが妥当ではない

かと思われる。

おわりに

住民投票制度は，住民の意思が直接行政に反映

されるという意味で最も強力な住民参加制度であ

る。しかし，多大な時間と経費を要する住民投票

までたどりつく前に，常日噴から，情報公開，住

民の地方政治への参加意識の育成，政治的成熟，

様々な住民参加制度の充実・拡大を図る必要があ

る。これらが事前に施された上で行われる住民投

票こそが，真の意味で必要不可欠な住民投票であ

るといえよう。さらにこのように望ましい姿で住

民投票が行われるならば，それは，議会の活性化，

住民の主権者意識の発展，ひいては本当の意味で

の地方自治へ導くものであり，意義のあるものと

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

いえよう。

なお，本稿は， 2001年5月31日現在を基準とし

ており，その後の事情の変化により適切でない表

現があることについて御了承願いたい。

注

はじめに

(1) 住民投票立法フォーラム(共同代表:折田泰

宏・新藤宗幸) W日本の新しいルールづくり』

(2001年11月24日札幌で開催された日本自治

学会分科会Bで配布された資料)。

調査は 2001年6月30日と 7月1日に実施さ

れたものである。

第 1章

(1) 高浜市住民投票条例の全文については，後掲

資料を参照されたい。

(2) 愛知県高浜市役所総務部庶務課作成による資

料『高浜市の住民投票の取り組みについて.!I(1 J 

制定の背景について より。

(3) 高浜市住民投票制度の流れについては文末図

を参照されたい。

(4) 愛知県高浜市役所総務部庶務課作成による高

浜市住民投票条例資料『この制度の目的は?.!I

9頁。なお，高浜市住民投票条例資料について

は以下資料』と略して記す。

(5) 前掲資料(注4) Wどんなことが対象となるの

ですか?.!I 9頁。

(6) 前掲資料(注4)n市政運営上の重要事項」

ならどんなことでも対象となるのですか?.!I 9 

頁。

(7) 前掲資料(注4) Wどうすれば住民投票を請求

できるのですか?.!I10頁。

(8) ，-3分の l以上」という条件は，高浜市の人口

規模(2001年1月1日現在38，728人)や市の面

積(13平方km)，住民投票に必要な費用，投票

運動の展開に要する住民のエネルギーや有権者

が投票所に足を運び¥投票するのに必要な労力，

あるいは対象となる事案の重要性といった点な

どを総合的に考えた結果，決定されたものであ
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る。

(9) 前掲資料(注 4) w投票はどんな形式でもいい

のですか?~ 10頁。

(10) 前掲資料(注 4) w住民投票はだれが管理し行

うのですか?~ 11頁。

(1D 前掲資料(注4) ~ 4 住民投票の執行~ 4頁。

(12) 前掲資料(注 4) wだれが投票できるのです

か?~ 10頁。

(13) 前掲資料(注4) w 5 投票資格者~ 4頁。

(14) 前掲資料(注4) ~投票はいつ行うのですか?~

11頁。

(15) 前掲資料(注4) w 4 投票期日~ 4頁。

日6) 前掲資料(注4) ~投票用紙への記入はどのよ

うに行うのですか?~ 11頁。

(17) 前掲資料(注 4) ~住民投票に関する情報はど

のように提供されるのですか?~ 12頁。

(18) 前掲資料(注4) w投票運動はどのように行う

のですか?~ 4頁。

(19) この規定は r他の選挙と同日投票となったと

きに，その選挙の候補者の公約や論点が住民投

票で取り上げられている争点と重なった場合，

住民投票の投票運動と同日選挙の選挙運動の区

別が不透明となってしまう可能性があ」り r投

票運動のつもりで行ったことが選挙運動と誤解

され，公職選挙法違反に問われるおそれが十分

考えられる」ことから，同日投票となった場合

は，投票運動に参加する市民を保護するという

観点に立って定められたものである。

。。 前掲資料(注 4) ~住民投票が成立するための
必要な条件は何ですか?~ 12頁。

(2D 前掲資料(注 4) ~投票の結果が決定したあと

はどうなりますか?~ 12頁。

(22) 前掲資料(注 4)w11 請求制限期間~ 5， 13 

頁。

仰) 前掲資料(注4)w12 選挙準拠~ 5頁。

(24) 前掲資料(注 4) w住民投票を実施する費用は

どのくらいですか~ l3頁。

第2章

(1) 森田朗「地方自治と民主主義一一住民投票制
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度をめぐって一一J~都市問題研究~49 巻 3 号 40

頁。

(2) 森田・前掲論文(注1)40頁。

(3) 高浜市住民投票条例第3条第1項。

(4) 2001年2月8日付朝日新聞朝刊。

(5) それぞれの案については，以下参照。なお，

矢印の左側の数は投票資格者数である。

①「住民投票に関する特別措置法案J(住民投

票立法フォーラム)。

50万人以下の場合→ 100分の 10

50万人を超え 100万人以下の場合

→ 100分の 8

100万人を超える場合→ 100分の 5

②「住民投票法案J (民主党)。

10万人以下の場合→ 100分の 15

10万人を超え 50万人以下の場合

→ 100分の 10

50万人を超える場合→ 100分の 2

③「住民投票法大綱J (日本共産党)。

50万人以下の場合→ 100分の 20

50万人を超え 100万人以下の場合

→100分の 15

100万人を超える場合→ 100分の 10

(6) 岩崎忠夫 r~住民投票』の挑戦と課題J ~ジュ

リスト~1103号(1996年)26頁以下の発言要旨。

(7) 福井康佐「住民投票の研究一日本型住民投

票の可能性を探る一一J ~学習院~ 5号(1999年)

22頁。

(8) 辻村みよ子r~住民投票』の憲法的意義と課題」

『ジュリスト~ 1103号(1996年)39頁。

(9) 辻村・前掲論文(注 8)39頁。

。。 赤坂正浩「地方自治体の政策決定における住
民投票一一憲法論と政策論J w法学教室~ 212号

(1998年) 9， 10頁。



ω 武田真一郎「住民投票の課題と展望J W法律の
ひろば~ 52巻8号 (1999年)13頁。

(12) 村上芳夫「第5章地方自治体における住民

投票条例制定の問題点」新藤宗幸編『住民投票』

(ぎょうせい・ 1999年)195頁。

(13) 高浜市住民投票条例第9条第2項。

(14) 森田・前掲論文(注 1)39頁以下。

ω 今井一(著) W住民投票~ (岩波書庖・2000年)

123頁。

(16) 三本木健治「住民投票の法的構成に関する論

点J W法律のひろば~ 52巻8号(1999年)21頁。

(17) 例えば，日米地位協定の見直しには賛成だが，

基地の整理縮小には反対というように，一つに

は賛成だがもう一つには反対という場合にどう

するのかという疑問が残る。

(18) 例えば，基地の整理縮小の基準が明確でない

など。

(19) 森田・前掲論文(注1)40頁。

(20) 村上・前掲論文(注12)200頁。

(日村上・前掲論文(注 12)200頁。

(却地方自治法第10条第1項。

側地方自治法第 11条，第18条。

(24) もっとも，当初住民から直接請求された段階

の条例案では，このような規制は設けられてい

なかった。「住民投票には賛成であるが，可動堰

計画にも賛成する」という考えの議員から独自

の条例案が提示され，この条例案において前記

のような戸別訪問禁止規定がもりこまれたとい

う経緯がある。

倒 ここでは，得票率も含めて考える。

側 この問題は，実際はクリアできた。

(幻) ここでいう「住民」は，当該住民投票条例制

定に対する有権者数を意味する。

(28) 住民参加有識者会議報告書「地方分権と住民

参加を考える一一住民投票の論点をめぐって

一一」財団法人社会経済生産性本部 (2001年6

月)52頁。

(29) 参考までに， 2001年7月29日の県知事，市長

選挙においての投票率は次の通りであった。①

静岡知事選62.15%(前回41.64%)，②兵庫知

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

事選56.21%(前回39.90%)，③仙台市長選

56.26% (前回31.97%)等。

。。 また，これをどこに設定するかという点が前
述のように問題としてある。

ω 杉原泰雄「国民主権と住民自治一一住民投票
制度に焦点を合わせて一一J W法学教室~ 199号

(1997年)22， 23頁。

(32) i憲法は間接民主制を国の統治の機構の基本

原理としており，第96条，第79条，第95条は

その例外を限定的に容認しているものであるか

ら法的な効力をもっ国民投票制度には否定的

に解さざるを得ないが，第41条の原則に触れな

い形において，個別的な事案について国民全体

の意思を御審議の参考にされるために国民投票

に付するという制度を立てることは憲法違反に

なるとは考えないJ (1978年2月3日の衆議院

予算委員会での真田内閣法制局長官の答弁)。

(33) 赤坂・前掲論文(注10) 9， 10頁。

(34) 稲葉馨「住民投票J W法学教室~ 195号(1996

年) 3頁。

(35) 原田尚彦「住民投票と地方自治J W都市問題』

87巻1号(1996年) 5頁。

(36) 地方自治法第74条以下。

(幻) 地方自治法第75条。

(38) 地方自治法第76条以下。

仰) 地方自治法第80条以下。

州 国会，地方議会での一事不再議，民事・刑事

裁判での一事不再理など。

刷地方自治法第84条。

仰)福岡英明「間接民主制と住民投票の実効性」

「法律のひろば~ 52巻8号(1999年)27頁。

(43) 村上・前掲論文(注12)187頁。

(44) その効力の強さからいって，拘束型の方が再

請求の禁止期聞が長くなるであろう。
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〈資料〉

高浜市住民投票条例

平成 12年12月20日市議会定例会可決

平成 13年4月1日施行

(原文縦書き)

(目的)

第 1条 この条例は，地方自治の本旨に基づき，

市政運営上の重要事項に係る意思決定につい

て，市民による直接投票(以下「住民投票」と

いう。)の制度を設けることにより，これによっ

て示された市民の総意を市政に的確に反映し，

もって公正で民主的な市政の運営及び市民の福

祉の向上を図るとともに，市民と行政の協働に

よるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市政運営上の重要事

項」とは，市が行う事務のうち，市民に直接そ

の賛否を問う必要があると認められる事案で

あって，市及び市民全体に直接の利害関係を有

するものをいう。ただし，次に掲げる事項を除

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民

投票を行うことができる事項

(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係す

る事項

(4) 市の組織，人事及び財務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか，住民投票に付

することが適当でないと明らかに認められる

事項

(住民投票の請求及び発議)

第3条 高浜市の議会の議員及び長の選挙権を有

する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)

第22条の規定による選挙人名簿の登録が行わ

れた日において選挙人名簿に登録されている者

をいう。)は，市政運営上の重要事項について，

その総数の 3分の 1以上の者の連署をもって，

その代表者から，市長に対して書面により住民

投票を請求することができる。
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2 前項に規定する署名に関する手続等は，地方

自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項

から第7項まで，第 74条の 2第1項から第6項

まで及び第74条の 3第 1項から第3項までの

規定の例によるものとする。

3 市議会は，議員の定数の 12分のl以上の者の

賛成を得て議員提案され，かっ，出席議員の過

半数の賛成により議決された市政運営上の重要

事項について，市長に対して書面により住民投

票を請求することができる。

4 市長は，市政運営上の重要事項について，自

ら住民投票を発議することができる。

5 市長は，第1項の規定による市民からの請求

(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の

規定による議会からの請求(以下「議会請求」

という。)があったとき，又は前項の規定により

自ら住民投票を発議したときは，直ちにその要

旨を公表するとともに，高浜市選挙管理委員会

(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長に

その旨を通知しなければならない。

6 市長は，住民投票に係る市民請求文は議会請

求があったときは，その請求の内容が前条各号

の規定に該当する場合を除き，住民投票の実施

を拒否することができないものとする。

(条例の制定又は改廃に係る市民請求の特例)

第4条 条例の制定又は改廃に係る市民請求は，

地方自治法第74条第1項の規定による条例の

制定又は改廃の請求を行った場合において，同

条第3項の結果に不服があるときについてのみ

行うことができる。

(住民投票の形式)

第5条第3条に規定する市民請求，議会請求及

び市長の発議(以下「市民請求等」という。)に

よる住民投票に係る事案は，二者択一で賛否を

問う形式のものとして請求又は発議されたもの

でなければならない。

(住民投票の執行)

第6条住民投票は，市長が執行するものとする o

2 市長は，地方自治法第180条の 2の規定に基

づき，協議により，その権限に属する住民投票



の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会

に委任するものとする。

(選挙管理委員会の事務)

第7条選挙管理委員会は，前条第2項の規定に

より委任を受けた住民投票の管理及び執行に関

する事務を行うものとする。

(投票資格者)

第8条住民投票の投票権を有する者(以下「投

票資格者」という。)は，公職選挙法第9条第2

項に規定する高浜市の議会の議員及び長の選挙

権を有する者とする。

2 選挙管理委員会は，住民投票を実施するに当

たっては，投票資格者について投票資格者名簿

を調整しなければならない。

(住民投票の期日)

第9条住民投票の期日(以下「投票日」という。)

は，選挙管理委員会に対して第3条第5項の規

定による通知があった日から起算して 60日を

経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」

という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず，当該指定日の前後

15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の

選挙，愛知県の議会の議員若しくは長の選挙又

は高浜市の議会の議員若しくは長の選挙が行わ

れるときは，これらの選挙と同日に行うことが

できる。

3 選挙管理委員会は，前2項の規定により投票

日を確定したときは，直ちに当該投票日その他

必要な事項を告示しなければならない。

4 前項の規定による告示は，当該投票日の 7日

前までにこれを行わなければならない。

(投票の方法)

第 10条住民投票は， 1人1票の投票とし，秘密

投票とする。

2 住民投票については，投票資格者は，事案に

賛成するときは投票用紙の賛成欄に，反対する

ときは投票用紙の反対欄に自らOの記号を記載

しなければならない。

(無効投票)

第 11条次に掲げる投票は，無効とする。

住民投票条例の制度化における法的諸問題の検討

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 0の記号以外の事項を記載したもの

(3) 0の記号のほか，他事を記載したもの

(4) 0の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄の

いずれにも記載したもの

(5) 0の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄の

いずれに記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(情報の提供)

第 12条選挙管理委員会は，第9条第3項に規定

する住民投票の告示の日から当該住民投票の投

票日の 2日前までに，当該住民投票に係る請求

又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示

の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報

その他適当な方法により，投票資格者に対して

提供するものとする。

2 市長は，住民投票の告示の日から投票日の前

日までの間，当該住民投票に係る請求又は発議

の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議

の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開

することができるものについて，一般の縦覧に

供するものとする。

3 前2項に定めるもののほか，市長は，必要に

応じて公開討論会，シンポジウムその他住民投

票に係る情報の提供に関する施策を実施するこ

とができる。

(投票運動)

第13条住民投票に関する投票運動は，自由とす

る。ただし，第9条第2項の規定により他の選

挙と同日投票となった場合は，公職選挙法その

他の選挙関係法令の規定に抵触する選挙運動又

は投票運動は，行つてはならない。

2 前項本文の規定にかかわらず，住民投票に関

する投票運動は，買収，脅迫等市民の自由な意

思が拘束され，又は不当に干渉されるもので

あってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第14条住民投票は，ーの事案について投票した

者の総数が当該住民投票の投票資格者数の 2分

のlに満たないときは，成立しないものとする。
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この場合においては，開票作業その他の作業は

行わない。

2 住民投票の結果は，有効投票総数の過半数を

もって決するものとする。

(投票結果の告示等)

第 15条選挙管理委員会は，前条第1項の規定に

より住民投票が成立しなかったとき，又は住民

投票が成立し，投票結果が確定したときは，直

ちにこれを告示するとともに，当該告示の内容

を市長及び市議会議長に報告しなければならな

し〉。

2 市長は，市民請求に係る住民投票について，

前項の規定により選挙管理委員会から報告が

あったときは，その内容を直ちに当該市民選挙

に係る代表者に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第 16条市民，市議会及び市長は，住民投票の結

果を尊重しなければならない。

(市民請求等の制限期間)

第 17条 この条例による住民投票が実施された

場合(第14条第1項の規定により住民投票が成
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立しなかった場合を除く。)には，その結果が告

示されてから 2年が経過するまでの聞は，同ー

の事案又は当該事案と同旨の事案について市民

請求等を行うことができないものとする。

(投票及び開票)

第四条前条までに定めるもののほか，投票時

間，投票場所，投票立会人，開票時間，開票場

所，開票立会人，不在者投票その他住民投票の

投票及び開票に関しては，公職選挙法，公職選

挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職

選挙法施行規則(昭和25年総理府令第l3号)

並びに高浜市公職選挙管理規程(昭和50年高浜

市選挙管理委員会規程第 I号)の規程の例によ

る。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか，住民投票

に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附則

この条例は，平成13年4月1日から施行する。
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